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序　　　　文序　　　　文序　　　　文序　　　　文序　　　　文

　ラオス人民民主共和国（以下、ラオスと略す）政府は、メコン川及びその支流の豊かな水資源

を利用した電力エネルギー開発を、民間資本を導入しつつ推進しています。しかし、開発主体と

なる外国資本ごとに建設される電力設備に適用される基準は異なっており、このため、電力系統

運用・保守上の問題が生じています。

　同国政府は、こうした状況を改善するために、電力技術基準の整備を計画し、同基準の整備、

並びに同基準の効率的な運用が行える人材の育成を目的としたプロジェクト方式技術協力を我が

国に要請してきました。

　この要請を受けて我が国政府は、国際協力事業団を通じて、今回、事前調査団を平成11年３月

29日～４月３日まで派遣し、要請内容の詳細確認を行うとともに、協力分野について協議を行い

ました。

　本報告書は、同調査団の調査結果を取りまとめたものです。

　ここに本調査団の派遣に関し、ご協力を頂いた日本・ラオス両国の関係各位に対し深甚の謝意

を表すとともに、併せて今後のご支援をお願いする次第です。
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１．調査結果の要約１．調査結果の要約１．調査結果の要約１．調査結果の要約１．調査結果の要約

　標記事前調査団は、1999年３月29日～４月３日までラオスに滞在し、ラオス側と協力の枠組み

について協議を行った。

　その結果をミニッツ（Ｍ／Ｄ）に取りまとめ、４月１日、ラオス工業手工芸省電力局（ＤＯＥ）

局長 Mr. Houmphone Bulyapholと永松団長との間で署名・交換を行った。

　その概要は次のとおり。

１－１－１－１－１－１　プロジェクトの名称１　プロジェクトの名称１　プロジェクトの名称１　プロジェクトの名称１　プロジェクトの名称

　和名：電力技術基準整備プロジェクト

　英名：The Project on Electric Power Technical Standard Establishment in Lao

People's Democratic Republic

１－２　プロジェクトの実施機関１－２　プロジェクトの実施機関１－２　プロジェクトの実施機関１－２　プロジェクトの実施機関１－２　プロジェクトの実施機関

・実施機関：ＤＯＥ

・プロジェクトダイレクター：ＤＯＥ局長

　プロジェクトマネージャー：ＤＯＥ局次長

・協力期間：２年間

１－３　プロジェクトのマスタープラン（Ｍ／Ｐ）案１－３　プロジェクトのマスタープラン（Ｍ／Ｐ）案１－３　プロジェクトのマスタープラン（Ｍ／Ｐ）案１－３　プロジェクトのマスタープラン（Ｍ／Ｐ）案１－３　プロジェクトのマスタープラン（Ｍ／Ｐ）案

・上位目標：ラオス電力技術基準が法制化される。

・プロジェクト目標：ラオス電力技術基準がＤＯＥ内に整備される。

・成果　０：プロジェクトの運営体制が整備される。

　　　　１：ラオス国内の電力設備の状況が把握される。

　　　　２：日本の技術基準が理解される。

　　　　３：技術基準整備に必要な技術基準が把握される。

　　　　４：ラオスに必要な技術基準が把握される。

　　　　５：ラオスに必要な技術基準案が作成できるようになる。

　なお、詳細は短期調査時に協議を行い、プロジェクト・デザイン・マトリックス（ＰＤＭ）

案を作成する。
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１－４　プロジェクトの協力分野１－４　プロジェクトの協力分野１－４　プロジェクトの協力分野１－４　プロジェクトの協力分野１－４　プロジェクトの協力分野

　本件の協力予定分野は、

　　水力土木技術

　　水力電気技術

　　送配電技術

　　変電技術

の４分野である。

１－５　日本の果たすべき役割１－５　日本の果たすべき役割１－５　日本の果たすべき役割１－５　日本の果たすべき役割１－５　日本の果たすべき役割

　詳細は短期調査時に協議するが、以下の投入を行う。

　　①専門家派遣

　　②カウンターパート（Ｃ／Ｐ）の本邦研修

　　③機材供与

１－６　ラオス側の果たすべき役割１－６　ラオス側の果たすべき役割１－６　ラオス側の果たすべき役割１－６　ラオス側の果たすべき役割１－６　ラオス側の果たすべき役割

　　①プロジェクト・サイトに使用する建物、事務用品を用意すること。

　　②供与機材にかかわる必要な消耗品などを用意すること。

　　③供与機材にかかわる免税、通関及び倉庫の便宜を図ること。

　　④専門家の技術移転に必要なＣ／Ｐを配置すること。

　　⑤ラオス側からは、機材の維持管理費用の確保は難しい旨説明があった。
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２．２．２．２．２．事前調査団の派遣事前調査団の派遣事前調査団の派遣事前調査団の派遣事前調査団の派遣

２－１　調査団派遣の経緯と目的２－１　調査団派遣の経緯と目的２－１　調査団派遣の経緯と目的２－１　調査団派遣の経緯と目的２－１　調査団派遣の経緯と目的

　ラオスは、メコン川及びその支流の約2,000万キロワット程度の包蔵水力発電能力を有してお

り、これを活用した電力エネルギー開発は民間資本を導入しつつ急速な進展が見込まれている。

現在、外国資本の開発者との間で、水力23プロジェクト、石炭火力１プロジェクトの覚書（ＭＯＵ）

が締結されている。このように、発電設備、送変電設備及び配電設備は外国資本により建設され

ており、それぞれの国の基準で建設されているため、電力系統運用上様々な問題が生じている。

　こうした状況を改善するためには、ラオスの実情に即した技術基準の整備並びに同基準の効率

的な運用が行える人材の育成が急務である。

　このような状況からラオス政府は、同国の実情に即した電力技術基準行政を効率的に行うため

の行政官育成を目的として、我が国政府に対してプロジェクト方式技術協力を要請してきた。

　係る状況を踏まえ、先方の要請の背景及び内容の詳細及び実施体制を把握したうえで、プロ

ジェクト方式技術協力の可能性を確認するため、事前調査団を派遣した。

　プロジェクト方式技術協力のスキームを説明するとともに、ラオス側の要請内容の詳細を確認

し、協力分野について協議を行った。

　主な協議及び説明事項

　・本件協力内容（プロジェクト・サイト、協力分野、期間）

　・プロジェクトオーナーシップの説明

（インフラ整備ではなく技術移転によるサポートであること、プロジェクト活動は自ら行う

ものであり、相当の部分先方負担となること、など）

２－２　調査団の構成２－２　調査団の構成２－２　調査団の構成２－２　調査団の構成２－２　調査団の構成

　　　　　　　　　所　　　　　属

通産省通商政策局技術協力課　課長

通産省資源エネルギー庁公益事業部電力技術課　国際協力専門職

(社）海外電力調査会調査部　副主任研究員

(社）海外電力調査会電力国際協力センター業務部　主任

ＪＩＣＡ鉱工業開発協力部鉱工業開発協力第二課　研修員

氏　名

永松　荘一

古山　秦史

奥村　敦史

宮武　康夫

横澤　康浩

分　野

団長・総括

電力政策

機材計画

研修計画

協力企画
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２－３　調査日程２－３　調査日程２－３　調査日程２－３　調査日程２－３　調査日程

日数

１

２

３

４

５

６

７

日　付

３月29日

３月30日

３月31日

４月１日

４月２日

４月３日

４月４日

曜日

月

火

水

木

金

土

日 移動　団長

　　　バンコク（JL708)

→成田

　　　

項　　　　目

他団員

移動　成田（TG641)→バンコク

団長

移動　成田（JL717)→

バンコク

移動　バンコク（TG690)→

ヴィエンチャン

午前：ＪＩＣＡラオス事務所

午後：在ラオス日本大使館表敬

午前：工業手工芸省

　　　（ＭＩＨ）との協議
移動　バンコク（TG690)→

ヴィエンチャン

午後：ＭＩＨ大臣表敬

　　　ＤＯＥとの協議及びＭ／Ｄ案作成・協議

午前：ＭＩＨとの協議

昼　：Ｍ／Ｄ署名

午後：電力公社（ＥＤＬ）電力設備視察（変電所）

　　　現地進出企業訪問（野村貿易　バイク工場）

午前：在ラオス日本大使館報告

　　　ＪＩＣＡラオス事務所報告

午後：ナムグムダム水力発電所見学

移動　ヴィエンチャン（TG691)

　　　→バンコク

　　　バンコク（VN830)

　　　→ハノイ

終日　資料整理

　　　他団員

　　　バンコク（TG640）

→成田

移動　ヴィエンチャン（TG691)

→バンコク

バンコクヴィエン

チャン

バンコク ハノイ

帰国 〃

宿泊地

バンコク

ヴィエンチャン

〃

〃
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２－４　主要面談者リスト２－４　主要面談者リスト２－４　主要面談者リスト２－４　主要面談者リスト２－４　主要面談者リスト

(１) ラオス側

１) ＭＩＨ

Mr. Souliving Dalavong 工業手工芸大臣

Mr. Khamsing Ng. 顧問

２) ＤＯＥ

Mr. Houmphone Bulyaphol 電力局長

Mr. Somboune Manolomi 電力局次長

Mr. Chantho M. エンジニア

Mr. Bouathep M. エンジニア

Mr. Phetsavanth エンジニア

３) ラオス電力公社（ＥＤＬ）

Mr. Na N. Chief of Technical Standard Team

４) 国家計画委員会（ＣＩＣ）

Mr. Latsamy K. Director of Bilateral cooperation Div.

(２) 日本側

１) 在ラオス日本大使館

長野　誠司 二等書記官

２) ＪＩＣＡラオス事務所

熊谷　信広 所員
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３．３．３．３．３．調査・協議結果調査・協議結果調査・協議結果調査・協議結果調査・協議結果

１．電力分野の

状況

(1) 概要 ア　電力分野の現状

・組織

　ラオスの電力事業は、ＭＩＨが所管している。

　民間発電事業（ＩＰＰ）に関する政策や戦略は

ＭＩＨと外国投資委員会（ＦＩＭＣ）とで共同策

定している。

　各機関の役割分担は以下のとおりである。

(1)電力・エネルギー委員会（ＣＥＥＰ)

　ＭＩＨ、ＥＤＬ、Ministry of Financeの

代表から成る。電力政策や電源開発計画ある

いは、電気料金などの基本方針を決定する。

関係機関との調整も行う。

(2)ＥＤＬ

　主な系統の発電、送電、配電設備を保有

し、運営している。

(3)電力局水力発電室（ＨＰＯ)

　ＭＩＨへの政策や計画の提言、プロジェク

トの識別・調査・ランクづけ、ＩＰＰからの

提案・調査結果などの資金、技術、環境面か

らの検討を行う。各種契約の交渉・調整。

・設備

　ラオスの総発電容量は約 427MWで、水力発電

（７か所）97％、ディーゼル発電（13か所）３％

である。

・発電実績 (GWh)

　 1995年 1996年 1997年

　総発電電力量 1,085 1,248 1,129

　タイへの輸出 676 792 710

　タイから輸入 77 87 101

　国内需要 336 380 434

・需要想定

　タイと2000年までに1,500MW、2006年までに

1,500MW、合計3,000MWのＭＯＵを締結。

　ヴィエトナムと2010年までに1,500～2,000MWの

ＭＯＵを締結。

・開発計画

　輸出需要に対応するために24のプロジェクトに

より電源増強を進めている。

イ　電力分野技術基準の現状

　同国の電力分野技術基準は整備されていな

い。

調査・協議項目 現状及び問題点 対処方針 調査・協議結果

・左記について、現状

を確認するととも

に、最新の統計資料

等を入手する。

・同基準の状況を確認

する。

・左記について、現状

を確認した。

・同基準の状況を再確

認した。
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(2)電力分野技

術基準への課

題

(3)協力状況

２．関係機関

(1)援助受入窓

口

(2)所轄官庁

(3)実施機関

(4)プロジェク

ト・サイト

調査・協議項目 現状及び問題点 対処方針 調査・協議結果

・左記について、現状

を確認する。

・左記について、現状

を確認する。

・左記を確認しＭ／Ｄ

に記載する。

・左記を確認しＭ／Ｄ

に記載する。

・左記を確認しＭ／Ｄ

に記載する。

・左記を確認しＭ／Ｄ

に記載する。

・各々のスペアパーツ

が必要となること、

十分な情報が得られ

ないという問題が生

じている。

・配電設計技術につい

てニュー・ジーラン

ドのコンサルタント

が５月より、ＥＤＬ

に入ることが確認さ

れた。

・左記を確認した。

・左記を確認しＭ／Ｄ

に記載した。

・左記を確認しＭ／Ｄ

に記載した。

・プロジェクト・サイ

トは、ＤＯＥである

ことを確認しＭ／Ｄ

に記載した。

ア　電力設備の増強は外国資本により行われてお

り、これに従い、電力系統運用上問題が生じて

いる。

イ　電力技術基準行政における能力向上が必要と

されている。

ア　我が国の協力実績

・開発調査

ナムグムダム補修計画（1980年５～６月）

セ・カタム小水力発電計画調査（1989～1990

年）

セコン川流域水力発電計画（1992～1995年）

地方電化（太陽光、マイクロ水力)（実施中）

・無償資金協力

ナムグムダム水力発電事業（1974年、1976年）

ヴィエンチャン変電所補修計画（1986年）

ナムグムダム水力発電所補修計画（1988年、

1990年）

イ　その他海外機関の協力実績

・操業保守訓練センター：フランスソフトローン

・電力法整備：ノールウェー（1997年）

ＣＩＣ

ＭＩＨ

ＤＯＥ

要請書には以下のとおり記載されている。

ＨＰＯ
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３．プロジェク

ト責任者

(1)総括責任者

（Project

　Director)

(2)実施責任者

（Project

　Manager)

４．プロジェク

ト要請内容の

確認・検討

(1) 具体的協力

形態・内容の

確認

調査・協議項目 現状及び問題点 対処方針 調査・協議結果

・総括責任者を確認

し、Ｍ／Ｄに記載す

る。

・実施責任者を確認

し、Ｍ／Ｄに記載す

る。

・「電力技術基準整備

プロジェクト｣、｢the

Project on Electric

Power Technical

Standerd Establish-

ment in Lao PDR」に

変更することを提案

し、結果をＭ／Ｄに

記載する。

・日本側の予算の関係

もあり、要請されて

いるすべての分野に

ついて、今回協力で

きるわけではないこ

とを説明する。

・協力内容・分野につ

いて、日本側として

は、

　　水力電気

　　水力土木

　　送配電

　　変電

　について、協力する

用意がある旨説明

し、ラオス側と協議

を行う。その結果を

Ｍ／Ｄに記載する。

・総括責任者は、ＤＯＥ

局長であることを確

認し、Ｍ／Ｄに記載

した。

・実施責任者は、ＤＯＥ

局次長であることを

確認し、Ｍ／Ｄに記

載した。

・「電力技術基準整備

プロジェクト｣、｢the

Project on Electric

Power Technical

Standerd Establish-

ment in Lao PDR」に

合意し、Ｍ／Ｄに記

載した。

・左記を説明する。

・協力分野について協

議し、その結果、

　　水力電気

　　水力土木

　　送配電

　　変電

　の４分野とすること

で合意し、Ｍ／Ｄに

記載した。

　要請書に合同委員会議長として、ＭＩＨ副大臣

を指名している。

　要請書に合同委員会委員筆頭として、ＤＯＥ局

長を指名している。

　要請書には以下のとおり記載されている。

ア　プロジェクト名称

（和）電力技術基準整備計画

（英）Lao Technical Standard Establishment

イ　協力要請内容

・電力技術基準案の作成

・日本及び他国の技術基準の紹介

・ラオス技術者の電力開発計画の評価能力向上

・技術基準の設備への適用方法の修得

・技術基準案作成作業を通じての行政能力向上

ウ　協力分野

・発電

・送配電

・変電

・再生可能エネルギーの技術基準案
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(2)国家開発計

画との整合性

(3)上位目標

(4)プロジェク

ト目標

(5)成果

(6)協力期間

調査・協議項目 現状及び問題点 対処方針 調査・協議結果

・国家計画における電

力分野の位置づけに

ついて確認する。

・「ラオス電力技術基

準が法制化されラオ

スや近隣諸国の実情

にあわせ運用され

る」を提案し、結果

を協議Ｍ／Ｄに記載

する。

・「ラオス電力技術基

準が整備される」を

提案し、協議結果を

Ｍ／Ｄに記載する。

・以下を提案し、協議

結果をＭ／Ｄに記載

する。

(0)プロジェクトの組

織運営体制が整

備される。

(1)ラオス国内の電力

設備の状況が把

握される。

(2)日本の技術基準を

理解する。

(3)技術基準整備に必

要な情報が蓄積さ

れ活用される。

(4)ラオスに必要な技

術基準が把握さ

れる。

(5)ラオスに必要な技

術基準案が作成で

きるようになる。

・左記について協議

し、結果をＭ／Ｄに

記載する。

・左記を確認した。

・「ラオス電力技術基

準が法制化される」

とすることで合意し、

Ｍ／Ｄに記載した。

　ラオス側より、法制

化の実施は、ラオス

側が責任をもって実

施する旨説明があっ

た。

・「ラオス電力技術基

準が整備される」と

することで合意し、

Ｍ／Ｄに記載した。

・詳細は、短期調査時

に協議することを前

提に、左記で合意

し、Ｍ／Ｄに記載し

た。

・協力期間は、２年間

とすることで合意

し、Ｍ／Ｄに記載し

た。

国家計画

　現行の開発計画は、1993年２月の国民議会にお

いて承認された「西暦2000年に向けた社会経済開

発指針」を基に、1 9 9 6年の国民議会において

「1996～2000年の社会・経済開発計画」が承認さ

れている。

要請書では、２年間を希望している。
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５．日本側が果

たすべき役割

(1)総括

(2)専門家派遣

(3)研修員の受

入れ

(4)要請機材

６．ラオス側が

果たすべき役

割

(1)Ｃ／Ｐの配

置

(2)ローカルコ

ストの負担

(3)予算

調査・協議項目 現状及び問題点 対処方針 調査・協議結果

・詳細は、1999年度中

に派遣する短期調査

時に協議する旨説明

し、Ｍ／Ｄに記載する｡

・前記４.(1) ウでの協

力分野についての協

議結果に基づき専門

家を派遣する旨説明

する。

・長期専門家の技術移

転の補完として、

　Ｃ／Ｐを本邦研修に

年間１～３名受け入

れる旨説明する。

・技術移転に必要と考

えられる機材につい

て協議し、結果を

　Ｍ／Ｄに記載する。

・Ｃ／Ｐリストを入手

し、Ｍ／Ｄに添付す

る。

・プロジェクト運営

にかかる必要経費

は、ラオス側負担で

あることを確認し、

Ｍ／Ｄに記載する。

・左記詳細を確認する

と共に最新のデータ

を入手し、ミニッツ

に添付する。

・詳細は、短期調査時

に協議する旨説明

し、Ｍ／Ｄに記載し

た。

・前記４.(1) ウでの協

力分野についての協

議結果に基づき専門

家を派遣する旨説明

し、理解を得、

　Ｍ／Ｄに記載した。

・長期専門家の技術移

転の補完として、

　Ｃ／Ｐを本邦研修に

受け入れる旨説明

し、理解を得、

　Ｍ／Ｄに記載した。

・技術移転に必要と考

えられる機材を供与

する旨説明し、理解

を得、Ｍ／Ｄに記載

した。

・Ｃ／Ｐリストを入手

し、Ｍ／Ｄに添付し

た。

・プロジェクト運営に

かかる必要経費は、

ラオス側負担である

ことを説明したとこ

ろ、ラオス側からは､

予算確保が難しい旨

説明があり、これを

Ｍ／Ｄに記載した。

・予算実績の提出を求

めたが、提出されな

かった。

要請書によると、

ア　データベース用コンピューター及び周辺機器

イ　技術移転に必要な機材

を要請しているが、詳細および総額は不明。

　要請書によると必要な予算は確保するとされて

いる。
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(4)施設設備の

現状

７．プロジェク

ト方式技術協

力の説明

(1)プロジェク

ト方式技術協

力のスキーム

(2)使用言語

８．今後のスケ

ジュール

調査・協議項目 現状及び問題点 対処方針 調査・協議結果

・プロジェクト・サイ

トを訪問し、左記状

況を確認する。

・プロジェクト・サイト

の図面を入手する。

・プロジェクト方式技

術協力のスキームに

ついて説明を行うと

ともに、プロジェク

ト・サイクル・マネジ

メント（ＰＣＭ）特

にＰＤＭ及び評価５

項目の説明を行う。

・プロジェクトの主体

はラオス側にあるこ

と、並びにプロジェ

クトの実施にあたっ

ては、機材の国内輸

送・関税措置、プロ

ジェクト・サイト建

物、Ｃ／Ｐの配置な

どの責任を行うこと

を説明する。

・英語を原則とする旨

説明する。

・必要があればラオス

側が通訳を用意する

よう説明する。

・プロジェクト協力の

詳細を協議するため

に、短期調査を1999

年度中に実施する旨

説明し、Ｍ／Ｄに記

載する。

・プロジェクト・サイ

ト状況を確認した。

・プロジェクト・サイ

トの図面を入手し

た。

・プロジェクト方式技

術協力のスキームに

ついて説明を行うと

ともに、ＰＣＭ特に

ＰＤＭ及び評価５項

目の説明を行った。

・プロジェクトの主体

はラオス側にあるこ

と、並びにプロジェ

クトの実施にあたっ

ては、機材の国内輸

送・関税措置、プロ

ジェクト・サイト建

物、Ｃ／Ｐの配置な

どの責任を行うこと

を説明した。

　しかし、ラオス側か

らは、供与機材の維

持管理費、専門家用

事務機器の提供は、

困難である旨説明が

あった。

・英語を原則とする旨

説明した。

・ＤＯＥ職員は、おお

むね英語を理解して

いる。ＵＮＤＰの英

語教室が開かれてお

り、英語能力の向上

が図られている。

・プロジェクト協力の

詳細を協議するため

に、短期調査を1999

年度中に実施する旨

説明し、Ｍ／Ｄに記

載した。

ア　建物ほか付帯設備の状況
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４．調査団所見４．調査団所見４．調査団所見４．調査団所見４．調査団所見

４－１　ラオスにおける電力技術基準整備の必要性４－１　ラオスにおける電力技術基準整備の必要性４－１　ラオスにおける電力技術基準整備の必要性４－１　ラオスにおける電力技術基準整備の必要性４－１　ラオスにおける電力技術基準整備の必要性

(１) ラオスにおける電力の位置づけ

・ラオスにおける水力発電による電力輸出は、木材加工品と並んでラオスの主要な外貨

獲得源となっており、国内向供給量 380ギガワットアワーに対して輸出量は約２倍の

792ギガワットアワーとなっている（1996年度)。今回調査においてもソリボン（ＭＩＨ）

大臣はじめラオス側からは今後の水力開発に強い期待感が示された。

・ラオス国内の包蔵水力はメコン本流を除いても約１万8,000メガワットと推定されてい

るが、これまでにナムグムダム（150メガワット）ほかの計216メガワットのみが開発

されており、膨大な未開発水力資源を有している。

・一方、経済改革は初期段階にあり、政府は慢性的な財政赤字を抱えており、国家財政

は非常に厳しい状態となっている。

・豊富な水力資源とヴィエトナム、タイの電力需要に対応して民間ベースの（ＩＰＰ）

が多数計画されており、23地点で外資導入による水力発電のＭＯＵが交わされている。

ＩＰＰ計画の調整管理は投資管理経済協力委員会（ＣＩＦＥＣ）及びＣＥＥＰにより行

われているが、プロジェクトの具体的な調査・評価検討は今回のプロジェクト方式技術

協力の実質的なＣ／ＰであるＨＰＯにより実施されている。

(２) ラオスにおける電力技術基準整備の政策的意義

・ラオス国内で今後膨大な水力資源が適正に開発されラオスの経済発展に資するために、

技術基準の整備及び人材育成が重要であることが確認された。

・今回の技術基準策定にあたっては、純技術面の基準にとどまらず、開発に伴う環境影

響や社会的影響（住民移転）に踏み込んだ協力が有効となるであろう。

・1999年５月から配電分野の設計基準でニュー・ジーランドのコンサルタントがＥＤＬ

に入ることとなっており、今回のプロジェクト方式技術協力の協力内容と連携をとるこ

とは有効と考える。

４－２　電力技術基準及び設備の現状４－２　電力技術基準及び設備の現状４－２　電力技術基準及び設備の現状４－２　電力技術基準及び設備の現状４－２　電力技術基準及び設備の現状

(１) 現行のラオス基準整備状況

　日本については、電気事業法に基づいて電気事業施行規則、電気設備技術基準（解

釈)、各種技術規程、各社保安規程、各社設計基準という基準体系となっているが、ラオ

スの場合、日本の電気事業法に相当する「電力法（The Electricity Law)」は制定さ
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れているが、これに基づく基準・規程等は全く整備されておらず、電気事業者である

ＥＤＬの設計マニュアルでのみ運用されている状況である。また、この設計マニュアル

については、系統整備・農村電化プロジェクトにおいて、スウェッド・パワー社

（Swedpower、注１）が1997年４月にＭＩＨに示した建設費用の削減に向けた設計指針

を、ＥＤＬが設計マニュアルとして運用しているものであり、基準・規程とはニュアン

スが異なっている。

（注１）スウェッド・パワー社

バッテンファール社（Vattenfall AB、旧スウェーデン国営電力庁）の子会社

で、主に海外電気事業の効率改善に向けたコンサルタント活動を実施してお

り、アジア、アフリカ、南米の30か国（約60プロジェクト）に参加している。

(２) ラオス設計マニュアルと日本の基準・規程等の比較

　現在、ＥＤＬが運用している設計マニュアルを、日本の基準・規程等と比較すると、

電気事業法施行規則、電気設備技術基準及び解釈、電気技術規程（ＪＥＡＣ)、日本工

業規格（ＪＩＳ)、日本電線工業会規格（ＪＣＳ)、電気学会電気規格調査会標準規格

（ＪＥＣ）と広範に及ぶ項目が盛り込まれている。また、同マニュアル中では一部に国

際電気標準会議規格（ＩＥＣ）を準用しており、部分的に国際標準規格が意識された内

容となっている（別紙「ＥＤＬ流通設備設計マニュアル概要」参照)。

　一方、日本の電気設備技術基準及び解釈については、1997年３月に抜本的に改正され

たことにより、条文中でＪＥＡＣ、ＪＩＳ等の各規格を引用しており、基準と規格が一

体化された構成となっている。

　したがって、ラオスの電気設備技術ガイドラインを策定していくうえで、日本の電気

設備技術基準及び解釈を基本に検討を進めると同時に、ＩＥＣ規格を考慮した必要最小

限の標準規格（仕様）について、ガイドラインに添付することが望ましいと考える。

(３) タイ発電公社（ＥＧＡＴ）の設備規格（仕様）への配慮

　ラオスへの民間投資全体の40％をタイが占めているといわれているように、電力設備

の運用に関してもタイに依存している状況である。特に電力設備のメンテナンスについ

ては、設備故障・損壊等が発生し、ラオス国内で対応できない場合は、ＥＧＡＴに応援

を依頼している。したがって、ラオスの電気設備技術ガイドラインを策定するうえで、

タイの基準・規格（仕様）等を十分に配慮する必要があるといえる。
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(４) ラオス電力設備の仕様確認

　ラオスの電力設備のほとんどは、海外援助によって形成されており、同一設備に対し

ても援助国の数に相当する設備規格・仕様が存在している状況である。したがって、ガ

イドライン策定に際しては、これまでに導入された設備の規格・仕様の確認、そしてガ

イドラインの適用範囲を十分に検討する必要がある。

(５) 開発計画

　現在においても、海外援助による電力設備の形成が進展しているが、今後、｢中央・北

部電力系統整備（系統連系化）事業｣、｢南部農村電化事業」の大規模事業が予定されて

いることから、次期建設設備の規格・仕様の統一を図るうえでも、早急にラオス自国の

ガイドラインを整備することが望まれる。

(６) 流通設備について

　今回、ラオスの送配電設備を、ヴィエンチャンを中心に実際に見ることができたが、

当初想像していたよりも優れた設備であるという印象を受けた。特に配電線については、

日本の一部の電力会社が効率化方策として1998年導入を開始した22/0.4キロボルト配電

が標準となっているほか、支持物はコンクリート柱・鉄塔が主体で、木柱を見ることは

ほとんどなかった。また、ヴィエンチャン市内での事故停電の発生頻度は非常に少ない

ということで、供給信頼度、設備信頼度も比較的高いレベルで維持されているようであ

る。このことは、先進国における現在の技術が、そのままラオスに移行していることの

現れであるように思われる。
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４－４－４－４－４－３　電力技術基準整備に係るプロジェクト方式技術協力の進め方３　電力技術基準整備に係るプロジェクト方式技術協力の進め方３　電力技術基準整備に係るプロジェクト方式技術協力の進め方３　電力技術基準整備に係るプロジェクト方式技術協力の進め方３　電力技術基準整備に係るプロジェクト方式技術協力の進め方

(１) 協力内容

　ラオス国内の電力事業における「公衆安全の確保」「安定した電力の供給」「環境保

全」を目標とし、日本の電力行政がこれまでに経験してきたノウハウを技術移転しなが

ら、ラオスの電力事情に適合した技術基準、ガイドラインを草案するもので、技術移転

の機会を利用しラオス電力行政の運営に携わる技術者の育成を行うものである。

　最終的には、ラオス電力行政関係者が国内で電力技術基準の法制化を行うことを目標

とする。

　現在の電力法に基づき電力行政を運営するためには、電力全般にわたる技術基準、ガ

イドラインを作成する必要があるが、発電に関してはラオスの現状を考慮し、今回の協

力では水力分野に限って行うものとする。したがって、協力分野は以下の４分野とする。

　　①水力土木

　　②水力電気

　　③送配電

　　④変電

　ラオス電力技術基準、ガイドラインの草案にあたっては、日本の技術基準の体系を参

考とするが、ラオス側との協議により現在のラオス電力事情に適合する基準、ガイドラ

インとなるように留意して作成する。

(２) 活動内容

　ラオスの電力技術基準、ガイドラインを円滑に草案するために、また、電力行政に関

するノウハウが技術移転されるための活動内容として以下のものをあげる。

　　①ラオス国内の電力設備の現状把握

　　②ラオス近隣諸国及びラオスと関係する諸外国の技術基準の調査

　　③日本の法体系、技術基準の紹介、背景、運営方法に関する説明

　　④ラオス電力事情に適合した、電力技術基準、ガイドラインの草案作成

　　⑤基準、ガイドラインの作成に必要な資料、データの収集、整備

(３) 協力期間

　先方からの要請を尊重して協力期間を２年間とし、この期間内で協力可能な研修内容

を今後短期調査で決めるものとする。

　なお、技術移転を行っていく過程で更なる技術協力の必要性が生じた場合は、協力期

間の延長を検討していく。
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(４) 派遣専門家

　長期専門家に関しては、協力分野に精通した専門家を各１名（各分野の専門家のほか

にリーダー、調整員各１名）派遣することを基本とし、長期専門家で対応できない専門

的なものについては、短期専門家が補完する。特に電気分野の技術基準に関しては、技

術が細分化されているため相当数の短期専門家が必要となることが予想される。

(５) 必要機材

　ラオス電力設備の現状を踏まえ、電気設備技術ガイドライン（案）をプロジェクト方

式技術協力で検討していくうえで、既設設備の仕様、設計基準、性能等について正確に

把握・整理する必要がある。このため、これまで形成されたラオス電力設備（仕様等）

データの整備、確認を効果的に進めるうえで、プロジェクト室内で当該データを共有化

できる環境を整備することが必要であると考える。したがって、ＬＡＮ環境でのＰＣシ

ステムの設置、並びに既設図面、現地確認データ（画像）等を整備するためのイメージ

スキャナー、デジタルカメラ等の装置も必要不可欠といえる。

(６) 国内支援体制

　長期専門家が各分野の技術基準、ガイドラインに対して技術的に判断することは難し

いため、日本国内からの技術的なサポートを行うために事務局と支援委員から成る国内

支援委員会を発足する。

　今回のプロジェクトの性格を考えた場合、業務を円滑に推進するためには、長期専門

家の派遣元が、技術的なバックアップを行うことが最も自然で効率的な形であると考え

られる。したがって、支援委員会の委員は長期専門家の派遣元及び有識者により構成さ

れる形態を基本に今後検討していく。

　また、各協力分野において技術的に派遣元だけで対応できないような場合は分科会の

設置も念頭に置き検討する必要がある。

(７) 短期調査における調査内容

　今回の事前調査では、協力内容を詳細に協議する時間的余裕がなく、ラオス側がイメー

ジしている技術基準、ガイドラインがどの程度のものであるかを確認することはできな

かった。このため、現時点で詳細な協力内容が決まっておらず、短期調査の際に次の点

について協議を行い、所定の協力期間内に実施可能な内容を詳細に詰める必要がある。

①ラオス電力行政のなかの技術基準、ガイドラインの位置づけ（電力行政のなかでど

のような運用を行うのかなど)。
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②ラオス側で考えている電力技術基準、ガイドラインのレベル（どの程度の内容を要

望しているのか)。日本の電力基準とラオス側の求めている基準との相違点の抽

出。

③ラオス国内の電力設備の状況把握。

④ラオス電力技術者の技術的レベルの確認。

⑤現在、ラオス国内で使っている基準の種類（どの国の基準が使われているか)。

⑥近隣国（タイ）との連係の際に用いている基準の調査。

⑦他国との基準作成に関する協力案件の内容確認。

⑧技術移転（研修）の方法、運営委員会の具体的運営方法。

⑨長期専門家が対応すべき内容、短期専門家が対応すべき内容の選別及び専門家人数

の決定。

⑩プロジェクトの具体的な活動内容、スケジュールの作成。

　以上を短期調査により明確にし、日本側が協力可能な内容を具体的に決定する。
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